
【供託書正本受領】

法務局から供託
書正本が届きます。

【供託金の納付】

インターネット
バンキング 又は 
ATM を利用して
供託金を納付しま
す。※３

※３ペイジー対応の ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
ﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ又は  ATM の利
用となります。

【受理決定通知】

申請内容に問題
がなければ、法務
局からオンライン
で受理決定通知書
が届きます。

【封筒・切手の送付】

供託書正本送付
用の封筒 ※２ を
法務局へ送付しま
す。

※２ 切手貼付、宛名記載済
みのもの

  

【申請情報の作成】

申請内容をイン
ターネット上で作
成し、送信します。

【申請者情報登録】

オンライン申請
を利用するために
必要な申請者情報
を登録します。

※１ 

※１ 初回利用時のみ

お知らせ

－地代・家賃<相続人不明> 編 －

供託の申請は、インターネットに接続したパソコンを利用して、オンラインで申請することができます。
オンライン申請は、専用の「申請用総合ソフト」を使用する方法と、ｗｅｂブラウザ（インターネット閲覧用ソフ

ト）上から直接申請する方法の２通りの方法があります。
ここでは、ｗｅｂブラウザ上から申請する「かんたん登記・供託申請」について御案内します。「かんたん登記・

供託申請」は専用ソフトをパソコンにインストールする必要がないため、手軽にオンライン申請を行うことができま
す。是非、御利用を御検討ください。

かんたん登記・供託申請とは？

おすすめの理由

「かんたん登記・供託申請」による供託では、「電子納付」という方法によって供託金を納付します。
「電子納付」とは、金融機関のＡＴＭやインターネットバンキングを利用して納付する方法ですが、
ＡＴＭやインターネットバンキングには金融機関ごとに利用限度額が設定されています。このため、
納付する供託金額が高額の場合は、電子納付を利用できないことがありますので注意してください。

かんたん登記・供託申請の注意点

かんたん登記・供託申請の利用可能時間
 平日月曜日から金曜日まで
 ８時３０分から２１時まで

 ※ 土日祝日・年末年始（12/29～1/3）は御利用いただけません。
※  申請情報が１７時１５分を過ぎて法務局に到達した場合は、その

翌開庁日に受付がされます。
※ システムメンテナンスのため、一時的に利用が停止される場合が

あります。

2026.7 福岡法務局



① 申請者情報の登録

インターネット検索サイトで「登記・供託オンライン申
請システム」と検索します。

サイトのトップページへ移動し、『 申請者情報登録 』を
クリックします。

まず、かんたん登記・供託申請を利用するためには、事前に、「申請者情報」を登録して、「申請者ＩＤ」や「パスワード」等を
設定する必要があります。

「申請者情報」の登録は、「登記・供託オンライン申請システム」サイトのトップページから行ってください。

※ 初回利用時のみ登録が必要です。
 ２回目以降は、登録した「申請者ＩＤ」及び「パスワード」によりログインすることができます。

利用規約の確認画面が表示されますので、使用許諾書の
内容を御確認いただき、御理解していただいた上で、『 利
用規約に同意する 』にチェックをいれ、『進む（申請者情報入
力）』をクリックしてください。

申請者情報入力画面が表示されますので、「申請者Ｉ
Ｄ」と「パスワード」を設定し、必要事項を入力してく
ださい。

なお、「申請者ＩＤ」と「パスワード」はオンライン
申請システムにログインする際には、毎回、入力が必要
となりますので、大切に管理してください。

必須事項を全て入力したら、画面下部の『 進む（入力内
容確認）』をクリックしてください。

２回目以降の御利用の方は、「② 申請情報の作成」を御覧ください。
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申請者情報入力内容確認画面が表示されますので、入力
した内容に間違いがないか確認の上、間違いがなければ
『 進む（本人確認） 』をクリックしてください。

認証情報入力画面が表示されますので、「メールアドレ
ス」欄に入力したメールアドレス宛てに送付された「申請
者情報登録用 認証情報のお知らせ」メールの本文に記載
された認証情報を入力し、『 登録 』をクリックしてくださ
い。

申請者情報の登録が完了すると、申請者情報登録完了画
面が表示されますので、『 登記・供託オンライン申請システム
トップページへ』をクリックしてください。
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② 申請情報の作成

トップページの 『 かんたん登記・供託申請 』をクリックし
ます。

『申請書の作成』をクリックします。

前回の申請情報を再利用する
場合は，処理状況の確認ページ
から！

↓

3

『利用場面選択』画面から、『地代家賃の弁済供託（金
銭）を申請したい』の『この手続を選択』をクリックしま
す。
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回答内容の確認画面が出てきますので、問題なければ、
『進む（事前準備）』をクリックしてください。

『利用場面選択－問診』画面から、問診に回答してくだ
さい。

事前準備画面が出てきますので、『進む（申請情報入
力）』をクリックしてください。
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① 申請先供託所

『 供託所を選択する 』をクリックすると、選択画面が表示
されます。

都道府県選択から『 福岡県 』を選択し、供託所選択から
申請先の法務局を選択し、『選択』をクリックしてくださ
い。

申請情報の入力画面が表示されますので、必要事項を入
力します。

申請者ＩＤとパスワードを入力の上、『ログイン』をク
リックしてください。

①



【住所又は法人所在地】
供託者の住所又は法人所在地を省略せずに入力してくだ

さい。
登記されている会社・法人の場合は、登記上の所在地を入

力してください。

② 供託者の住所・氏名

【氏名又は法人名】
供託者の氏名又は法人名を入力してください。
法人種別は「株式会社」「有限会社」等のように省略せ

ずに入力してください。
登記されている会社・法人の場合は、登記上の会社・法人名

を入力してください。

例 ×  「甲野商事（株）」
   ○  「甲野商事株式会社」

【代表者（資格・氏名）※供託者が法人の場合のみ】
法人代表者の資格及び氏名を入力してください。
登記されている会社・法人の場合は、登記上の資格及び氏

名を入力してください。

例 ×  「社長 甲野太郎」
   ○  「代表取締役 甲野太郎」

【会社法人等番号 】
登記されている会社・法人で、会社法人等番号が分かる場

合は入力してください。（任意）

全角

半角 4文字-2文字-6文字
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※供託者が自然人（個人）・本人申請の様式となっています。

③ 被供託者の住所・氏名

【住所又は法人所在地】
賃貸人（亡くなられた方）の住所を省略せずに入力して

ください。

【氏名又は法人名】
賃貸人（亡くなられた方）の氏名を入力し、続けて「の

相続人」と入力してください。

例 「乙野次郎の相続人」

②

③

全角

【代理人（住所・氏名）※代理申請の場合のみ】
代理人の住所及び氏名を入力してください（問診で『供

託者の代理人です。』と回答された場合のみ、代理人の入
力欄は現れます。）。

代理人が登記されている会社・法人の場合は、代理人の右
横にある『法人の入力欄に切り替え』をクリックし、登記
上の所在地・会社法人名・代表者（資格・氏名）をそれぞ
れの欄に入力してください。

なお、供託者が会社・法人で、代理申請をする場合、供
託者（会社・法人）の『法人名』欄には、法人名だけでな
く、代表者の資格・氏名も併記してください。

各欄に、入力文字（半角又は全角）の
制限が設定されており、指定された
文字以外の文字が入力された場合、
最初から入力し直す必要があります
のでご注意ください。

半角 4文字-2文字-6文字
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④-１
賃貸借契約書に基づき契約内容を入力してください。

【賃借の目的物】
賃借している対象土地・建物の情報（所在地、構造、面

積等）を入力します。
入力する情報は，賃借物を特定できる内容を入力する必

要があります。おおむね次の情報を入力してください。

<土地の場合>  所在地（地番まで）
 地目（宅地、田、畑，雑種地など土地の種類）
 地積（面積）

<建物の場合>  所在地
 種類

 構造
 床面積

【賃料の単位】
月払いの場合は、「月」をチェックしてください。
年払いの場合は、「年」をチェックしてください。

【賃料】
賃料額を入力します。

【支払日】
賃料の支払期限を入力します。

【支払場所】
賃料の支払場所について、該当するものをチェックしま

す。

④-１ 供託の原因たる事実<契約内容>

④-２
今回供託する賃料がいつの分の賃料であるかを入力しま

す。

例 「令和８年１０月分」

④-２ 供託の原因たる事実<供託する賃料>

④-3
「債権者を確知できない。」にチェックした上、「賃貸人が死

亡し、その相続人の氏名・住所が不明」と入力します。

④-3 供託の原因たる事実<供託の事由>

全角④ -１

④ -２

④ -３
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⑦ 送付する添付書面

本供託の原因となる賃貸借契約の締結日（又は直近の合
意更新日）が、２０２０年３月３１以前であるか、２０２
０年４月１日以降であるか選択してください。

選択すると自動的に法令条項が表示されます。

⑤ 法令条項

手続完了時にお渡しする供託書正本の受け取り方法を選
択してください。

受け取りの方法には、法務局の窓口で受け取る方法と郵
送で受け取る方法があります。

郵送での受け取りを希望される場合は、送付用の封筒と切
手を法務局宛てに送付してください。

⑨ 供託書正本の交付方法

⑩ 備考

必要事項を全て入力し終わったら、『 進む（申請内容確
認） 』 をクリックしてください。

供託する金額を半角英数文字で入力してください。
桁区切りのコンマは入力不要です。

⑥ 供託金額 半角英数

⑧

⑦

⑥

入力不要

入力不要

⑤

供託者が法人（会社等）で、供託申請時に登記申請中
（役員変更登記等）のため、資格証明書を提示する場合
（※登記申請中でなければ資格証明書の提出は不要）や、
代理申請で委任状を提示する場合等は、『添付する添付書
類がある。』にチェックをし、申請後に送付等の方法によ
り申請先の法務局に提出してください。

⑨

⑧ 供託通知書の発送請求要否

『供託通知書の発送を請求しない。』にチェックをして
ください。

⑩

⑪

⑪ 連絡先情報・通信（連絡・コメント）欄

各入力欄の入力文字数が超過した場合等に、必要に応じ
て入力してください。

連絡先情報には、申請者情報として登録した氏名及び連
絡先電話番号が反映されます。

変更する場合は、マイページから申請者情報登録の内容
を変更してください。

通信（連絡・コメント）欄については、供託所宛てに連
絡事項等がある場合に適宜入力してください。



入力内容の確認画面が表示されますので、内容に誤りが
ないか確認の上、画面下の『 進む（送信） 』をクリックして
ください。

内容を修正する場合は、『 戻る（申請書情報入力） 』をク
リックしてください。

以上で申請情報の送信手続は終了です。

福岡法務局
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③ 処理状況確認
到達確認、受理決定通知の確認 等

かんたん登記・供託申請メニュー画面から『 処理状況の
確認 』をクリックします。

申請情報送信後の進捗状況は「処理状況照会画面」から確認することができます。

処理状況照会画面が表示され、取得可能な情報がある場
合は、取得可能情報欄にアイコンが表示されますので、確
認したい情報のアイコンをクリックします。

【処理状況】

申請情報の処理状況を確認します。

【お知らせ】

受理決定通知、補正を要する点がある場合など、供託所
からのお知らせがあると、『 』（メールアイコン）が赤
く表示されますので、 『 』を押して確認してください。

【納 付】

供託金の納付に必要な情報を確認します。
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法務局での審査が終了し、申請が受理されると、法務局
から「受理決定通知書」がオンラインで送信されます。

「受理決定通知書」の受信を確認するには、処理状況照
会画面から『  』をクリックしてください。

お知らせ画面が開き、コメント欄に「受理決定通知書」
の内容が表示されますので、内容を確認の上、引き続き供
託金の納付手続（次ページ参照）に進んでください。

なお、受理決定通知書には供託金の納付期限が記載され
ていますので、期限までに納付手続を完了してください。

受理決定通知

申請情報が法務局に到達した後は、法務局において申請
内容の審査が行われます。

申請内容に問題がなければ、審査終了後、法務局から
「受理決定通知」がオンラインで送信されますので、それ
までの間、しばらくお待ちください。

④ 封筒・切手の送付

供託書正本を郵送での受け取りを希望された場合は、申請情報を送信後、供託書正本送付用の封筒と切手を法務局宛て
に送付します。

※ 供託書送付用封筒は、宛先を記載の上、切手を貼付した状態で法務局に送付してください。

長３封筒角２封筒

110円140円
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⑤ 供託金の納付

「電子納付」を行う際には、納付対象の申請を特定する
ための番号を、ＡＴＭやパソコンに入力します。

納付手続に必要な番号を確認するには、処理状況照会画
面から『 納付 』をクリックしてください。

法務局から受理決定通知書が届いたら、供託金の納付手続をとります。

かんたん申請における供託金の納付は、「電子納付」の方法によって行います。「電子納付」とは、金融機関のＡＴＭ又は
インターネットバンキングを利用した納付方法です。

電子納付情報表示画面が表示されますので、内容を確認
の上、ＡＴＭ又はインターネットバンキングを利用して納
付手続をとってください。

② 金融機関のサイトから納付手続を行う方法

御利用金融機関のサイトにログインし、取引メニューから「税金・
各種料金払込み」等（※）を選択してください。

その後は、画面の指示に従い、上記の電子納付情報表示画面で確認
した「収納機関番号」、「納付番号」及び「確認番号」を入力し、納付手続
を完了してください。

※ メニュー名は金融機関によって異なります。

① かんたん登記・供託申請サイトから直接納付手続を行う方法

上記の電子納付情報表示画面から、『 電子納付 』をクリックします。
「ｅ－Ｇｏｖ」サイトが別ウィンドウで開きますので、御利用金融機
関を選択し、その後は画面の指示に従って納付手続を完了してくださ
い。

＜ゆうちょ銀行 ATMの画面例＞

2021.9 現在

１払込み 利用限度額

現金 １日 １０万円まで

現金 １日 １００万円まで

　※ ﾌｧﾐﾘﾏｰﾄ設置ATM（ｶｰﾄﾞ）を含む

通帳

カード
（※）

１日 ５０万円まで
（１日当たりの振込・振替の利用限

度額内，最大で1000万円まで）

ゆうちょ

銀行
(無料)

西日本シ

ティ銀行

ATM

カード
１日 １０００万円まで
（１日当たりの振込・振替の利

用限度額内）

福岡

銀行
(無料)

ＡＴＭでのペイジー利用は不可

（インターネットバンキングの契

約が必要）
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Sheet1

						2021.9 現在 ゲンザイ

		ATM				１払込み 利用限度額 ハライコ リヨウ ゲンド ガク

		ゆうちょ
銀行
(無料) ギンコウ ムリョウ		現金 ゲンキン		１日 １０万円まで ニチ マンエン

				通帳
カード
（※） ツウチョウ		１日 ５０万円まで
（１日当たりの振込・振替の利用限度額内，最大で1000万円まで） ニチ マンエン サイダイ マンエン



		福岡
銀行
(無料) フクオカ ギンコウ		現金 ゲンキン		１日 １００万円まで ニチ マンエン

				カード		１日 １０００万円まで
（１日当たりの振込・振替の利用限度額内） ニチ マンエン



		西日本シティ銀行 ニシニホン ギンコウ		ＡＴＭでのペイジー利用は不可（インターネットバンキングの契約が必要） リヨウ フカ ケイヤク ヒツヨウ





		　※ ﾌｧﾐﾘﾏｰﾄ設置ATM（ｶｰﾄﾞ）を含む セッチ フク







⑥ 供託書正本の受領
供託金の納付手続が完了すると、納付手続完了の通知が、自動的に法務局へ送信されます。
通知を確認した法務局では、申請情報作成の際に選択された受領方法に基づき、供託書正本を交付します。

⑦ その他（補正連絡）
法務局での審査の結果、申請内容等に補正が必要な場合は、法務局から補正のお知らせがオンラインで送信されます。

補正が必要な内容を確認するには、処理状況照会画面か
ら『  』をクリックしてください。

お知らせ画面が開き、コメント欄に補正が必要な内容が
表示されますので、内容を確認してください。

申請情報の内容を修正する必要がある場合は、当初の申
請情報を再利用します。

申請情報の再利用方法は、「② 申請情報の作成」（３
ページ）を参照してください。

補正した申請情報を送信する際には、申請情報入力画面
の下部にある「補正のコメントを受領したので補正申請として
申請する。」にチェックし、「補正対象申請番号」欄に補正の
対象となる申請の「申請番号」が入力されていることを確認し
てください。
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供託の申請内容については、申請先の法

務局へお問い合わせください。

■ 申請内容・方法の事前相談
■ 申請書への入力内容や書き方が分からない 等

かんたん申請の入力・操作方法について

は、サポートデスクにお問い合わせください。

■ システムにログインができない
■ かんたん申請の流れを教えてほしい
■ 納付方法が分からない 等

＜お問合せ時間＞

月曜日から金曜日まで
８時３０分から１９時００分まで

（国民の祝日・休日、１２月２９日から１月３日まで
の年末年始を除く。）

＜お問合せ電話番号＞

  050ビジネスダイヤル

０５０－３７８６－５７９７

  050ビジネスダイヤルを御利用いただけな
い場合（IP電話番号）

０５０－３８２２－２８１１
又は

０５０－３８２２－２８１２

※ 電話によるお問い合わせは、
１０時台、１１時台の時間帯は、
つながりにくくなっています。

あらかじめ御了承ください。

かんたん登記・供託申請 お問合せ先

【 福岡法務局 供託課（本局） 】
 〒８１０－８５１３ 福岡市中央区舞鶴３－５－２５
電話 ０９２－７２１－９１８４

【 福岡法務局 筑紫支局 】
 〒８１８－８５６７ 筑紫野市二日市中央５－１４－７
電話 ０９２－９２２－２８８１

【 福岡法務局 朝倉支局 】
 〒８３８－００６１ 朝倉市菩提寺４８０－６
電話 ０９４６－２２－２４５５

【 福岡法務局 飯塚支局 】
 〒８２０－００１８ 飯塚市芳雄町１３－６（飯塚合同庁舎）
電話 ０９４８－２２－１５８０

【 福岡法務局 直方支局 】
 〒８２２－００１５ 直方市新町２－１－２４
電話 ０９４９－２２－１１４４

【 福岡法務局 久留米支局 】
 〒８３０－００２２ 久留米市城南町２１－５
電話 ０９４２－３９－２１２１（２１２２）

【 福岡法務局 柳川支局 】
 〒８３２－００４２ 柳川市一新町１－９
電話 ０９４４－７２－２６４０

【 福岡法務局 八女支局 】
 〒８３４－００４７ 八女市稲富１２７
電話 ０９４３－２３－２６０３

【 福岡法務局 北九州支局 】
 〒８０３－８５１３ 北九州市小倉北区城内５－１（小倉合同庁舎）

電話 ０９３－５６１－３５４２（選択４）

【 福岡法務局 行橋支局 】
 〒８２４－０００３ 行橋市大橋２－２２－１０
電話 ０９３０－２２－０４７６

【 福岡法務局 田川支局 】
 〒８２５－００１３ 田川市中央町４－２０
電話 ０９４７－４４－１４２６

登記・供託オンライン申請システム

操作サポートデスク
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